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第４章 配慮指針に基づいて行った配慮の内容 

4.1 環境情報提供書及び配慮市長意見を総合的に検討して変更した配慮の内容 

「横浜市環境配慮指針」の「別記 事業別の配慮事項 ８ 高層建築物の建設」及び

「別記 事業別の配慮事項 ６ 飛行場の建設」に掲げられている各配慮事項から、本

事業の事業特性や地域特性を踏まえた配慮事項を選定しました。本事業で検討した配

慮の内容については、表4.1-1及び表4.1-2の右欄に示すとおりです。 

「横浜市環境配慮指針」に掲げられた事項のほかに、事業特性及び地域特性を踏ま

え追加した配慮事項及び配慮の内容は、表4.1-3に示すとおりです。 

また、配慮市長意見書等を総合的に検討し、配慮書に示した配慮の内容を一部見直

しており、変更した点については下線を付しています。 
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4.1.1 配慮指針に基づいて行った配慮の内容（高層建築物の建設） 

表4.1-1(1) 配慮指針に基づいて行った配慮の内容（高層建築物の建設） 

配慮事項 選定 配慮の内容 

基
本
的
な
配
慮
事
項 

(1) 計画地の選定や施設
配置等の検討に当たっ
ては、地形や周辺の土地
利用状況等を踏まえ、周
辺環境への影響を少な
くする。 
 
「生物多様性横浜行動
計画」等に基づき、生物
の生息生育環境の保全
や景観機能等を考慮し、
まとまりや連続性のあ
る農地・樹林地、源流域、
貴重な動植物の営巣・生
育地等の分断、改変を避
ける。 
 
また、脱炭素化の実現に
向けて、「横浜市地球温
暖化対策実行計画」等に
基づき、温室効果ガスの
排出抑制を事業のあら
ゆる場面で実施するよ
うに計画段階から検討
する。 

〇 

本事業が実施される横浜駅周辺地区は、鉄道６社９
路線が乗り入れ、一日約 200 万人の乗降客数を数える
日本有数のターミナル駅である横浜駅を中心とする
地区です。 

その中でも対象事業実施区域が位置する横浜駅み
なみ東口地区は、横浜駅南東側に位置し、帷子川に面
しており、更に帷子川を挟んで、みなとみらい 21 地
区及び平沼地区と隣接しています。 

対象事業実施区域内は商業・業務施設、鉄道施設等
が立地しているものの、鉄道により地区が分断され、
低・未利用地が多く、駅直近の立地特性を生かした土
地利用がなされていない状況にあります。さらに、隣
接するみなとみらい 21 地区及び平沼地区とのアクセ
ス性や地区内の回遊性に課題があります。 

本事業では、「エキサイトよこはま２２」、「エキ
サイトよこはま２２横浜駅みなみ東口地区地区計画」
等の方向性に沿って、都心臨海部内各地区との連携強
化及び横浜駅周辺の回遊性の向上を図るとともに、国
内外の多様なニーズに対応した、都心にふさわしい高
度な商業・業務機能等の集積を図ることにより、国際
都市横浜の玄関口にふさわしい魅力とにぎわいのあ
る都市空間を形成することを目標として計画を進め
ます。 

施設配置等の検討に当たっては、計画建築物の高層
部の北部及び一部の東部については、低層部に比べて
セットバックさせる計画とします。また、外装デザイ
ンの分節化等の検討を行い、周辺の街並みや調和に配
慮します。なお、分節化については、単純で特徴のな
い建築物の大壁面がもたらす圧迫感を生じさせない
ように、外壁面に用いる建材や目地などの配置を工夫
することにより、外壁面を構成する単位を小さくする
ことを検討します。加えて、高層部のセットバックに
より風環境にも配慮した配置計画とします。低層部は
周辺歩道等との一体的な環境整備、圧迫感の軽減に配
慮し、北側に隣接する駅前広場側を含めて敷地境界か
ら２ｍセットバックさせる計画とします。 

対象事業実施区域にはまとまりや連続性のある農
地・樹林地、源流域、貴重な動植物の営巣・生育地等
はありませんが、対象事業実施区域の南側は帷子川に
面しています。 

対象事業実施区域の緑化に当たっては、人々が身近
に感じ、かつ、来街者が快適に感じる多様な緑地空間
の創出を行うという基本方針を基に、緑視率を向上さ
せる緑の配置、高木･中木･低木･地被類を組み合わせ
た緑化、建物内、一般公開空地等の緑化、生物多様性
に配慮した樹種の選定等、線的、面的にネットワーク
された緑の形成に配慮した緑化や植栽配置の計画を
検討していきます。 

横浜市では、「横浜市地球温暖化対策実行計画」に
おいて、脱炭素社会の実現に向けた 2050 年の横浜の
将来像「Zero Carbon Yokohama」～2050 年までに温室
効果ガス排出実質ゼロを達成し、持続可能な大都市を
実現する～を目指しています。 

本事業では、自然採光の活用、高効率機器、LED 照
明の採用、自然換気システム、Low-E ガラスの採用等
による熱負荷低減、日射遮蔽効果のある庇や奥行きの
ある縦方向部材の適切な方位別設置等による外壁負
荷削減（庇や奥行きのある縦方向部材の方位別設置に
よ り 外 壁 の 日 射 負 荷 や 熱 負 荷 の 低 減 を 図 る こ
と）、BEMS の採用によるエネルギーの効率的な運用、
太陽光発電設備の設置等を行い、温室効果ガスの排出
抑制を事業の様々な場面で実施するように検討しま
す。 

注）配慮書からの変更は、下線部に示すとおりです。 
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表4.1-1(2) 配慮指針に基づいて行った配慮の内容（高層建築物の建設） 

配慮事項 選定 配慮の内容 

基
本
的
な
配
慮
事
項 

(2) 計画地及びその周辺
の自然環境、社会文化環
境等についての情報を
収集し、環境資源等の現
況把握を行う。 

〇 

配慮書の作成を通じて、地域の概況について情報を
収集し、現況の把握を行いました。 

対象事業実施区域内には、文化財や保安林等の重要
な森林といった特筆すべき環境資源等は存在しませ
んが、対象事業実施区域の南側は帷子川に面していま
す。「エキサイトよこはま２２まちづくりガイドライ
ン」では、横浜の玄関口にふさわしく印象的で魅力あ
る都市景観を形成するために、まちを訪れる人々が魅
力を感じることができ、忘れられないシーンが展開す
る横浜らしい景観の創出を目指すとされており、本事
業ではこれらに配慮し、ダイナミックなスケール感を
持った国際性豊かな都市空間を形成する景観となる
よう検討します。 

(3) 工事計画の策定に当
たっては、計画段階から
安全な工法や工程等を
検討し、市民への情報提
供に努める。 

〇 

工事計画の策定に当たっては、対象事業実施区域の
周辺における他の工事の状況や、騒音、振動、粉じん
等に配慮した安全な工法や工程の検討を行います。ま
た、市民への情報提供については、「横浜市環境影響
評価条例」に基づく説明会を行うとともに、「横浜市
中高層建築物等の建築及び開発事業等に係る住環境
の保全等に関する条例」の趣旨を踏まえ、工事中は、
仮囲いへの工事工程表等の掲示や、近隣住民等に対し
て適切に情報提供を行います。 

計画建築物やデッキ等の工事に当たっては、対象事
業実施区域内を通る鉄道（京急本線、みなとみらい
線）、隣接する鉄道（JR 根岸線）及び周辺への影響が
生じないよう、適切な工法や対策を検討します。なお、
今後適切な時期にボーリング調査を実施し、調査結果
を踏まえ、工法や具体的な対策を検討します。また、
今後の本事業の深度化に合わせて鉄道事業者と調整
を図ります。 

また、工事の実施に当たっては、仮囲いを設置する
他、工事用車両の出入りする時間帯においては原則と
して車両出入口に交通誘導員を配置することで、歩行
者や一般通行車両の安全に配慮する計画とします。 

対象事業実施区域内の既存の南北の歩行者動線は
本事業の工事に伴い利用できなくなる期間があるた
め、歩行者に対して適切に情報提供を行います。 

必要に応じて既存歩道のルートを案内し、安全で円
滑な歩行空間を確保するよう計画するとともに、「工
事中の歩行者に対するバリアフリー推進ガイドライ
ン」を参考として、歩行者に対するバリアフリーの推
進を行います。 

なお、対象事業実施区域内の南側の道路は、工事期
間中も道路機能を確保するよう配慮します。 

(4) 環境負荷低減や、水と
みどりの環境形成に関
する法令や条例、指針等
を遵守する。 

〇 

本事業では、環境関連の法令や条例、指針等を遵守
するとともに、「横浜市環境管理計画」等の上位計画
を踏まえ、本事業に伴う建築物の省エネルギー化や長
寿命化、周辺のまちなみとの調和や緑化など、総合的
な環境配慮の取組みを進め、環境創生型のまちづくり
を推進する役割を果たす計画となるよう検討します。 

また、本事業では「横浜市建築物環境配慮制度」に
基づき、計画建築物の建設工事から供用後に至るまで
の長期にわたり、計画建築物が環境に与える負荷を低
減するため、様々な環境配慮事項に取り組み、建築環
境総合性能評価システム（CASBEE 横浜）の A ランク
以上の取得を目指します。 

注）配慮書からの変更は、下線部に示すとおりです。 
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表4.1-1(3) 配慮指針に基づいて行った配慮の内容（高層建築物の建設） 

配慮事項 選定 配慮の内容 

本
事
業
に
係
る
配
慮
事
項 

(5) 生物の生息・生育の場

の提供、良好な景観形

成、雨水の浸透・貯留、

ヒートアイランド現象

の緩和、防災・減災、さ

らには人々が交流し活

動する場など、多様な機

能を持つグリーンイン

フラの保全、活用を図る

とともに、雨水の有効利

用などによる健全な水

循環の創出に努める。 

〇 

本事業では、緑や風の流れ等を利用した潤いのある

空間形成を行い、ヒートアイランド現象の緩和を図り

ます。また、人々が身近に感じ、かつ、来街者が快適

に感じる多様な緑地空間の創出を図り、緑を感じられ

るまちづくりを目指します。 

また、雨水排水については、公共下水道（分流式雨

水管）を利用する計画ですが、省資源の観点から、建

物の上部に降った雨水の一部を中水処理し、植栽の潅

水やトイレ洗浄水として利用する等の検討を進めて

いきます。 

(6) 低層部の屋上や壁面、

敷地の緑化を図り、生物

の生息生育環境の確保

に努める。緑化に際して

は、郷土種中心の多様な

植物の植栽など、生物多

様性の保全と創造に努

める。 
〇 

緑化 に当たっては、都市緑地法の「緑化地域制度」

の緑化率の最低限度（５％）以上、かつ、地区計画の

基準以上の緑化面積を確保する緑化計画を実施しま

す。 

本事業では、高木･中木･低木･地被類を組み合わせ

た緑化や屋上緑化、壁面緑化、生物多様性に配慮した

樹種（地域の潜在自然植生構成種、鳥や蝶等の生き物

を誘う樹種等）の選定等を検討することで、生物の生

息生育環境の確保に努めるとともに、生物多様性の保

全と創造に配慮する計画とします。 

また、屋上緑化は主に低層部の屋上に計画すること

とし、空飛ぶクルマ及びヘリコプターの離着陸場を計

画している高層棟屋上と離隔を確保することで、バー

ドストライクの発生抑制のための配慮を行います。 

(7) 高性能な省エネル

ギー型機器の導入など

によりエネルギー使用

の合理化を図る。また、

太陽光発電設備などの

再生可能エネルギーや、

廃熱の有効利用などの

未利用エネルギーの積

極的な活用に努める。 

〇 

本事業では、再生可能エネルギーの導入について検

討を進めるほか、以下の環境制御技術や、建築技術等

の採用を検討し、運用エネルギーの低減を図ります。 

・自然採光の活用、高効率機器、LED 照明の採用 

・自然換気システム、Low-E ガラスの採用等による

熱負荷低減 

・日射遮蔽効果のある、庇や奥行きのある縦方向部

材の適切な方位別設置等による外壁負荷削減 

・BEMS の採用によるエネルギーの効率的な運用 

・太陽光発電設備の設置 

(8) 使用する電気は低炭

素電気を選択するよう

努めるとともに、建設資

材や設備等の確保に際

してはグリーン購入を

図る。 

〇 

脱炭素社会の実現に向けて、横浜市が公表している

低炭素電気普及促進計画書制度の情報を参考とし、

CO2 排出係数の低い電力の使用を検討していくととも

に、建築資材や設備等の確保については、グリーン購

入を図ります。 

(9) 次世代自動車の積極

的な導入や公共交通等

の利用促進などにより、

運輸部門における二酸

化炭素の排出抑制に努

める。 

〇 

本事業では、公共交通利用の促進に資するよう、商

業・業務機能等が高度に集積する横浜駅周辺の回遊性

を確保するため、ターミナルコア、デッキネットワー

ク等の整備により、周辺との歩行者ネットワークの形

成に寄与する計画です。また、業務用車両の電気自動

車導入促進や再生可能エネルギーを利用した充電設

備の設置を検討します。 
注）配慮書からの変更は、下線部に示すとおりです。 
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表4.1-1(4) 配慮指針に基づいて行った配慮の内容（高層建築物の建設） 

配慮事項 選定 配慮の内容 

本
事
業
に
係
る
配
慮
事
項 

(10)建設、運用、更新、解
体処分など、ライフサイ
クルを通して、また工作
物の長寿命化により、排
出される温室効果ガス
の抑制に努める。 

〇 

本事業では、建築物の省エネルギー化や長寿命化を
実施することや、解体時・建設時・供用時の廃棄物の
分別徹底、適正な処理、再使用やリサイクル材等のエ
コマテリアル注 1）の活用を検討し、建築物の建設から
解体処分に至るまでのライフサイクルを通して、排出
される温室効果ガスの抑制に努めます。また、工事中
は、低燃費型建設機械の採用や低燃費型車両の使用等
に努めるとともに、適切な施工管理の実施の取り組み
を行います。 

(11)微気候に配慮し、人工
排熱の抑制、緑化、保水
性舗装や遮熱性舗装等
の採用、風通しのための
オープンスペースの確
保、緑陰や日除け等を活
用した日射の低減など
により、ヒートアイラン
ド現 象の抑制及び暑熱
環境への適応に努める。
注 2） 

〇 

本事業では、エネルギーの効率的運用による省エネ
ルギー化を推進し、空調システム等から排出される人
工排熱の抑制に努めるほか、線的、面的にネットワー
クされた緑の形成を図るなどによる、緑や風の流れ等
を利用した潤いのある空間形成を行い、ヒートアイラ
ンド現象の抑制及び暑熱環境への適応に努めます。 

また、保水性舗装、遮熱性舗装、ドライミストなど
の設置を検討します。 

(12)街の個性や街並みの
特徴を把握し、建物外観
の色彩や材質、建物の形
態・高さ等について、周
辺建物との連続性や後
背地との調和を図る。 〇 

本事業では、横浜駅東口というエリア特性を踏ま
え、ダイナミックなスケール感を持った国際性豊かな
都市空間の形成を図るとともに、全体の調和を意識し
つつ、建物内部のにぎわいが滲み出るような照明計画
や建物デザインを検討します。 

計画地東側の道路（高島台 206・208 号線）沿いに
は、建物相互のつながりやまとまり感に配慮した景観
を形成し、統一感あるファサードや壁面後退、低層部
のにぎわい施設導入、ストリートファニチャー注 3）な
どによる、ゆとりとにぎわいある歩行者空間の整備を
図ります。 

注1)エコマテリアルとは、環境負荷が少なく、持続可能な開発に貢献することを目的とした素材です。 

注2)本事業の配慮書については令和７年４月４日の改定前の横浜市環境配慮指針（以下「旧配慮指針」と

いいます。）に基づき作成していましたが、令和７年４月４日の改正に伴い、(11)の配慮事項の記載

を更新しました。   

注3)ストリートファニチャーとは、街路備品であり、街灯・ベンチなど家具的なものを指します。 

注4)配慮書からの変更は、下線部に示すとおりです。 
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表4.1-1(5) 配慮指針に基づいて行った配慮の内容（高層建築物の建設） 

配慮事項 選定 配慮の内容 

本
事
業
に
係
る
配
慮
事
項 

(13)大雨や洪水、高潮等に
よる浸水が想定される
区域において建物に地
下空間を設ける場合は、
地下空間の用途及び規
模を考慮し、浸水を可能
な限り生じさせない構
造や避難設備の採用に
努める。 

〇 

本事業では、浸水対策として地盤嵩上げ及び建物内
への浸水防止対策を実施します。対象事業実施区域を
含む横浜駅周辺の地盤面の嵩上げ高さについては、１
ｍ以上３ｍ未満の高潮による浸水が予測されている
ことなどから、「エキサイトよこはままちづくりガイ
ドライン」の基本ルールでは、高潮堤防高さ（T.P.+3.1
ｍ）以上を将来的な高さ目標とされています。これを
踏まえ、対象事業実施区域の地盤面の嵩上げ高さにつ
いても高潮堤防高さ（T.P.+3.1ｍ）以上を将来的な高
さ目標とします。 

ただし、周辺への影響等により対応が困難な場合に
ついては、地盤面高さ又は出入口高さの嵩上げを次の
とおり段階的に実施することとします。 

①地盤面の高さが T.P.+1.0ｍ未満の箇所について
は、朔望平均満潮位（ T.P.+0.9m）を基準に 
T.P.+1.0ｍ以上を目標とします。 

②現地盤面の高さが T.P.+1.0ｍ以上 2.3ｍ未満の
箇所については、計画高水位（T.P.+2.3m）を基準
に T.P.+2.3ｍ以上を目標とします。 

計画建築物の地下にターミナルコア、一部の設備機
械室や駐車場等を計画しているため、段階的な嵩上げ
も困難な場合は、止水板等により建物内部への浸水防
止対策を実施します。 

なお、本事業では、電気・通信等の主な設備機械を
浸水の被害を受けない 11～12 階の設備機械室に設置
する計画としています。 

また、「津波からの避難に関するガイドライン」に
基づき、津波や大津波警報の発表及び避難勧告・避難
指示発令時における海抜５ｍ以上の高台への来街者の
誘導又は堅牢な建物の３階以上（又は床上面が地盤か
ら５ｍ以上）の場所への来街者の受入れを行います。 

注）配慮書からの変更は、下線部に示すとおりです。 
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表4.1-1(6) 配慮指針に基づいて行った配慮の内容（高層建築物の建設） 

配慮事項 選定 配慮の内容 

本
事
業
に
係
る
配
慮
事
項 

(14)駐車場整備に当たっ
ては、充電器等のインフ
ラ整備に努めるととも
に、配置等については極
力交通集中の回避や、歩
行者の安全及び利便性
に配慮する。 

〇 

駐車場の整備に当たっては、「横浜市駐車場条例」
に基づく必要駐車台数を確保する計画とします。 

併せて、エキサイトよこはま２２駐車場整備ルール
の適用条件となる駐車場の整備・運営に関しての駐車
場マネジメントの取組みを実施します。 

また、駐車場内に電気自動車の充電設備の設置を検
討していきます。 

自動車交通の円滑化、路上駐車の防止のため、駐車
場への適切な経路誘導に努める他、交通集中の回避の
ため、従業員には公共交通機関による通勤を推奨し、
商業施設の利用者には公共交通機関の利用を呼びか
けていきます。 

歩行者の安全及び利便性への配慮については、対象
事業実施区域の東側の敷地境界沿いは、２ｍセット
バックし、歩道状空地を設けることにより、ゆとりの
ある歩行空間を確保する計画です。 

また、「エキサイトよこはま２２横浜駅みなみ東口
地区地区計画」及び都市再生特別地区等の制度の趣旨
を踏まえ、ターミナルコアを中心とした歩行者ネット
ワークの構築として、敷地内を南北方向に移動する動
線も整備することで、車両動線との錯綜に配慮した計
画とします。 

なお、対象事業実施区域内の南側の道路は、工事期
間中を含み道路機能を確保するよう配慮しつつ、将来
その西側の土地の利活用ができるよう計画を検討し
ます。 

(15)風害、光害の影響を少
なくする。 

〇 

風害対策として、高層棟からの下降流の低減に配慮
し、庇の設置、建物表面に凸凹を生じさせるバルコ
ニーの設置等の検討を進めていきます。また、風速増
加領域の低減に配慮し、防風植栽の設置等の検討を進
めていきます。具体的な対策は、今後行う風洞実験の
結果を踏まえ、準備書に記載します。 

光害対策として、「光害対策ガイドライン」（令和
３年３月、環境省）等を踏まえ、周辺に悪影響を及ぼ
さない照明計画とします。 

なお、テレビ電波障害対策についても、計画建築物
による電波障害が明らかになった場合には、受信状況
に応じて適切な対応を行います。 

(16)地域の住民に親しま
れた施設の移転、文化財
の消滅・移転及び地域の
分断を避ける。 

× 

本事業による、文化財の消滅・移転はありません。
なお、工事中に未周知の埋蔵文化財が発見された場合
は、速やかに工事を中断することとともに、「文化財
保護法」（昭和 25 年５月、法律第 214 号）等に基づ
き、横浜市等の関係機関との協議の上、適正に対応し
ます。 

また、対象事業実施区域内の既存の南北の歩行者動
線は本事業の工事に伴い利用できなくなる期間があ
るため、歩行者に対して適切に情報提供を行います。 

注）配慮書からの変更は、下線部に示すとおりです。 
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表4.1-1(7) 配慮指針に基づいて行った配慮の内容（高層建築物の建設） 

配慮事項 選定 配慮の内容 

本
事
業
に
係
る
配
慮
事
項 

(17)廃棄物等の発生抑制、
再使用及び再生利用を
図る。 

〇 

「ヨコハマプラ 5･3（ごみ）計画 横浜市一般廃棄物
処理基本計画（2023 年度～2030 年度）」（令和６年
１月、横浜市）の取組を推進し、工事中においては、
廃棄物の発生抑制と分別、リサイクルを積極的に進
め、なお残る廃棄物は適正に処理します。また、木材
代替型枠やリサイクル材等のエコマテリアルの活用
を検討します。 

工事で発生する建設発生土は、可能な限り場内仮置
き・埋め戻し利用を検討するとともに、近隣の建設工
事現場での再使用を検討していきます。 

供用後においては、入居テナント等に対して廃棄物
の排出抑制や、分別排出の徹底を促します。 

注）配慮書からの変更は、下線部に示すとおりです。 
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4.1.2 配慮指針に基づいて行った配慮の内容（飛行場の建設） 

本事業では、計画建築物の高層棟屋上（高さ約231ｍ）に空飛ぶクルマ及びヘリコ

プターの離着陸場（バーティポート及びヘリポート）の設置を検討しており、計画建

築物（高層建築物）と一体的な施設として周辺環境等に影響を及ぼすことになります。

このため、求められる配慮事項が高層建築物の建設と同様となる場合は、高層建築物

の建設において配慮の内容を記載し、本項では割愛することとしました。 

 

表4.1-2(1) 配慮指針に基づいて行った配慮の内容（飛行場の建設） 

配慮事項 選定 配慮の内容 

基
本
的
な
配
慮
事
項 

(1) 計画地や飛行ルートの
選定に当たっては、周辺
の土地利用状況等を踏ま
え、周辺環境への影響を
少なくする。 
 
「生物多様性横浜行動計
画」等に基づき、生物の生
息生育環境の保全や景観
機能等を考慮し、まとま
りや連続性のある農地・
樹林地、源流域、貴重な動
植物の営巣・生育地等の
分断、改変を避ける。 
 
また、脱炭素化の実現に
向けて、「横浜市地球温暖
化対策実行計画」等に基
づき、温室効果ガスの排
出抑制を事業のあらゆる
場面で実施するように計
画段階から検討する。 

〇 

空飛ぶクルマ及びヘリコプターの離着陸場を整備
する計画であり、飛行ルートの選定に当たっては、静
穏を必要とする施設に配慮した飛行ルートを検討し
ます。 

 
その他の配慮の内容は、高層建築物の建設における

配慮の内容のとおりです。 

(2) 計画地や飛行ルート及
びその周辺の自然環境、
社会文化環境等について
の情報を収集し、環境資
源や騒音・振動等の現況
把握を行う。 

〇 

配慮書の作成を通じて、地域の概況について情報を
収集し、現況の把握を行いました。 

対象事業実施区域周辺には、病院や学校といった静
穏を必要とする施設が存在していることから、収集し
た情報をもとに、騒音等の適切な現況把握を行いま
す。 

また、空飛ぶクルマ及びヘリコプターの飛行による
バードストライクの影響を検討するために、対象事業
実施区域及びその周辺における騒音や鳥類の飛翔高
度等について現況把握を行います。 

なお、空飛ぶクルマ及びヘリコプター飛行による騒
音やバードストライク等の周辺環境への影響を低減
する対策については、現況把握の結果や予測の内容を
踏まえ、準備書に記載します。 

(3) 工事計画の策定に当
たっては、計画段階から
安全な工法や工程等を検
討し、市民への情報提供
に努める。 

〇 

高層建築物の建設における配慮の内容のとおりで
す。 

(4) 環境負荷低減や、水と
みどりの環境形成に関す
る法令や条例、指針等を
遵守する。 

〇 

高層建築物の建設における配慮の内容のとおりで
す。 

注）配慮書からの変更は、下線部に示すとおりです。 
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表4.1-2(2) 配慮指針に基づいて行った配慮の内容（飛行場の建設） 

配慮事項 選定 配慮の内容 

本

事

業

に

係

る

配

慮

事

項 

(5) 生物の生息・生育の場の

提供、良好な景観形成、雨

水の浸透・貯留、ヒートア

イランド現象の緩和、防

災・減災、さらには人々が

交流し活動する場など、多

様な機能を持つグリーン

インフラの保全、活用を図

るとともに、雨水の有効利

用などによる健全な水循

環の創出に努める。 

〇 

高層建築物の建設における配慮の内容のとおり

です。 

(6) 陸上飛行場周辺におい

ては緩衝緑地帯を十分に

確保し、舗装面以外の空地

については緑化を図り、生

物の生息生育環境の確保

に努める。緑化に際して

は、郷土種中心の多様な植

物の植栽や、表土の保全・

活用など、生物多様性の保

全と創造に努める。 

〇 

本事業では、次世代モビリティである空の移動を

可能とする、いわゆる“空飛ぶクルマ”の実現を見

据えて、計画建築物の高層棟屋上（高さ約 231ｍ）

に空飛ぶクルマ及びヘリコプターの離着陸場（バー

ティポート及びヘリポート）の設置を計画してお

り、地上とは離隔を確保する計画とします。 

 

緑化等については高層建築物の建設における配

慮の内容のとおりです。 

(7) 高性能な省エネルギー

型機器の導入などにより

エネルギー使用の合理化

を図る。また、太陽光発電

設備などの再生可能エネ

ル ギ ー や 未 利 用 エ ネ ル

ギーの積極的な活用に努

める。 

〇 

高層建築物の建設における配慮の内容のとおり

です。 

(8) 使用する電気は低炭素

電気を選択するよう努め

るとともに、建設資材や設

備等の確保に際してはグ

リーン購入を図る。 

〇 

高層建築物の建設における配慮の内容のとおり

です。 

(9) 省エネルギー型航空機

の導入により、運輸部門に

おける二酸化炭素の排出

抑制に努める。 

〇 

検討している次世代モビリティである空飛ぶク

ルマ及びヘリコプターの導入に当たっては、省エネ

ルギー型の機種を選定し、二酸化炭素の排出抑制に

努めます。 

(10)微気候に配慮し、人工排

熱の抑制や緑化、保水性舗

装、遮熱性舗装などの採用

により、ヒートアイランド

現象の抑制に努める。 

〇 

高層建築物の建設における配慮の内容のとおり

です。 

(11)廃棄物等の発生抑制、再

使用及び再生利用を図る。 
〇 

高層建築物の建設における配慮の内容のとおり

です。 
注）配慮書からの変更は、下線部に示すとおりです。 
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4.1.3 配慮指針に追加して行った配慮の内容 

「横浜市環境配慮指針」に掲げられた事項のほかに、事業特性及び地域特性を踏ま

え追加した配慮事項及び配慮の内容を示します。 

 

表4.1-3 配慮指針に追加して行った配慮の内容 

配慮事項 選定 配慮の内容 

事
業
特
性
を
踏
ま
え
て
追
加
し
た
配
慮
事
項 

(1) 地震やそれに起因す

る液状化等の災害に対

して、安全性への影響を

計画段階から検討する。 

〇 

「横浜市地震被害想定調査報告書」によると、対象

事業実施区域は「液状化の可能性がある」とされてい

ます。 

計画建築物の液状化に対する配慮としては、支持層

深さや土質、地盤強度等の把握や地震波作成のための

データ取得をするためにボーリング調査を実施し、地

盤状況を十分に把握したうえで、安全な構造計画とな

るよう、設計上の適切な対策を検討していきます。 

また、本事業では、建物に訪れる来街者数に応じた

滞留者及び帰宅困難者受入れのための事前の取組み

の実施、滞留者・帰宅困難者の受入れの実施、「滞留

者・帰宅困難者避難マップ」の周知及び活用について

検討していきます。 

注）配慮書からの変更は、下線部に示すとおりです。 
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4.2 環境情報提供書の概要 

4.2.1 配慮書の縦覧等 

本事業の配慮書は、令和７年４月15日に公告され、同日から令和７年４月30日まで

の16日間、縦覧されました。 

配慮書の縦覧期間、縦覧対象区及び縦覧場所は、表4.2-1に示すとおりです。 

 

表4.2-1 配慮書の縦覧期間、縦覧対象区及び縦覧場所 

縦覧期間 令和７年４月 15 日から令和７年４月 30 日（16 日間） 

縦覧対象区 西区 

縦覧場所 
みどり環境局 環境保全部 環境影響評価課 
西区役所 総務部 区政推進課 

 

4.2.2 環境情報提供書の概要 

配慮書に対し、環境情報提供書の提出はありませんでした。 
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4.3 配慮市長意見書に記載された市長の意見及び事業者の見解 

本事業の配慮書に対する、横浜市環境影響評価条例第11条第１項に規定する環境の

保全の見地からの配慮市長意見書の送付を、令和７年６月12日に受けました。 

配慮市長意見書の縦覧期間、縦覧対象区及び縦覧場所は、表4.3-1に示すとおりで

す。 

また、配慮市長意見書等を総合的に検討し、配慮書に示した配慮の内容を一部見直

して本書を取りまとめます。 

配慮市長意見及び事業者の見解は、表4.3-2(1)～(5)に示すとおりです。 

 

表4.3-1 配慮市長意見書の縦覧期間、縦覧対象区及び縦覧場所 

縦覧期間 令和７年７月４日から令和７年７月 18 日（15 日間） 

縦覧対象区 西区 

縦覧場所 
みどり環境局 環境保全部 環境影響評価課 
西区役所 総務部 区政推進課 

 

表4.3-2(1) 配慮市長意見の内容及び事業者の見解【全体的事項】 

項目 意見の内容 事業者の見解 

１ 全般的事項 

(1) 配慮事項に対する配慮の内容

について、適切に事業計画に反

映させるとともに、検討すると

している事項については、各々

の検討状況を方法書に記載して

ください。 

配慮事項に対する配慮の内容に

ついて、適切に事業計画に反映し

ていきます。また、現時点での検

討状況を方法書に記載しました。 

(2) 今後の事業の進展において

は、本市の最新の計画等と整合

を図るなど、適時、適切な配慮内

容となるよう努めてください。

特に、「エキサイトよこはま２２

横浜駅みなみ東口地区地区計

画」及び都市再生特別地区等の

制度の趣旨を踏まえ、周辺街区

との接続性や防災機能の整備

等、周辺に好影響を与える計画

となるよう、関係者と協議・検討

を進めてください。 

方法書には、関係者との協議・

検討状況を踏まえ、歩行者ネット

ワークの構築にあたり、敷地内を

南北方向に移動する動線も整備す

ることで、車両動線との錯綜に配

慮した計画とすることを記載しま

した。 

今後も事業の進展に伴い、横浜

市の最新の計画等と整合を図ると

ともに、適時、適切な配慮内容と

なるよう進めていきます。 

特に､「エキサイトよこはま２２

横浜駅みなみ東口地区地区計画」

及び都市再生特別地区等の制度の

趣旨を踏まえ、周辺街区との接続

性や防災機能の整備等、周辺に好

影響を与える計画となるよう、関

係者と協議・検討を進めます。 

(3) 事業の計画、工事、供用の各

段階において、周辺への住民や

近隣事業者のみならず横浜駅利

用者にも、積極的な情報提供や

丁寧な説明に努めてください。 

本事業の計画、工事、供用の各

段階において、周辺への住民や近

隣事業者のみならず横浜駅利用者

にも積極的な情報提供や丁寧な説

明に努めます。 
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表4.3-2(2) 配慮市長意見の内容及び事業者の見解【高層建築物の建設】 

項目 意見の内容 事業者の見解 

２ 

配
慮
指
針
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
配
慮
事
項 

(1) 周辺環境へ

の影響、生物の

生息生育環境

の保全や温暖

化対策への配

慮 

【配慮事項(1)】 

 脱炭素化の実現に向け

て、温室効果ガスの排出

削減につながる取組の具

体化を検討し、方法書以

降の図書に記載してくだ

さい。 

本事業では、自然採光の活用、高効率

機器、LED 照明の採用、自然換気システ

ム、Low-E ガラスの採用等による熱負荷

低減、日射遮蔽効果のある庇や奥行きの

ある縦方向部材の適切な方位別設置等

による外壁負荷削減（庇や奥行きのある

縦方向部材の方位別設置により外壁の

日 射 負 荷 や 熱 負 荷 の 低 減 を 図 る こ

と）、BEMS の採用によるエネルギーの効

率的な運用、太陽光発電設備の設置等を

行い、温室効果ガスの排出抑制を事業の

様々な場面で実施するように検討しま

す。 

脱炭素化の実現に向けた温室効果ガ

スの排出削減につながる取り組みにつ

いては、今後具体化を検討し、準備書に

記載します。 

(2) 計画段階か

らの安全な工

法等の検討、市民

への情報提供 

【配慮事項(3)】 

ア 計画区域及びその周辺

では過去に地盤沈下が確

認されており、また計画

区域内及び隣接地には、

複数の鉄道が通っている

ため、工事計画の策定に

当たっては、地盤特性を

十分に把握し、鉄道及び

周辺に影響が生じないよ

う適切な工法や対策を検

討してください。 

本事業の計画建築物やデッキ等の工

事に当たっては、対象事業実施区域内を

通る鉄道（京急本線、みなとみらい線）、

隣接する鉄道（JR 根岸線）及び周辺への

影響が生じないよう、今後行うボーリン

グ調査結果を踏まえ、適切な工法や対策

を検討し、準備書に記載します。 

イ 工事期間中は、横浜駅

利用者等が多く通行する

周辺道路に工事用車両が

進入してくることが想定

されるため、工事用車両

の走行ルートを示すとと

もに、工事用車両と歩行

者の動線の分離など適切

な対策を検討し、方針を

方法書に記載してくださ

い。 

工事用車両の主な走行ルートや出入

口は、図 2.3-7（p.2-34 参照）に示しま

す。 

工事用車両の出入口は、対象事業実施

区域に接する市道高島台第 206号線及び

市道高島台第 208 号線、対象地域実施区

域内の南側の道路に整備し、工程に合わ

せ順次使用する出入口を変更し入出庫

する計画を検討します。 

工事用車両の出入りする時間帯にお

いては原則として車両出入口に交通誘

導員を配置し、歩行者や一般通行車両の

安全に配慮する計画とします。 

ウ 計画区域南側の道路・

踏切は、計画区域より西

側の東急東横線廃線区間

及び民間利用の敷地への

アクセス手段であるた

め、工事期間中において

も道路機能を確保できる

よう配慮してください。 

対象事業実施区域内の南側の道路は、
工事期間中も道路機能を確保するよう
配慮します。 
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表4.3-2(3) 配慮市長意見の内容及び事業者の見解【高層建築物の建設】 

項目 意見の内容 事業者の見解 

２ 

配
慮
指
針
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
配
慮
事
項 

(3) 緑化等によ

る生物の生息

生育空間の確

保と生物多様

性の保全と創

造 

【配慮事項(6)】 

緑化計画については、屋

上緑化や壁面緑化などによ

り緑化面積を確保するとと

もに、屋上緑化によりバー

ドストライクの発生も懸念

されるため、誘致する動物

にも配慮するよう検討して

ください。 

緑化に当たっては、都市緑地法の「緑

化地域制度」の緑化率の最低限度（５％）

以上、かつ、地区計画の基準以上の緑化

面積を確保する計画です。 

また、屋上緑化は主に低層部の屋上に

計画することとし、空飛ぶクルマ及びヘ

リコプターの離着陸場を計画している

高層棟屋上と離隔を確保することで、

バードストライクの発生抑制のための

配慮を行います。 

(4) ライフサイ

クルを通じた

温室効果ガス

の抑制、長寿命

化 

【配慮事項(10)】 

建築物の建設から運用・

解体までのライフサイクル

を通じて温室効果ガス排出

削減につながる具体的な取

組を検討してください。 

本事業では、建築物の省エネルギー化

や長寿命化を実施することや、解体時・

建設時・供用時の廃棄物の分別徹底、適

正な処理、再使用やリサイクル材等のエ

コマテリアルの活用を検討し、建築物の

建設から解体処分に至るまでのライフ

サイクルを通して、排出される温室効果

ガスの抑制に努めます。 

また、工事中は、低燃費型建設機械の

採用や低燃費型車両の使用等に努める

とともに、適切な施工管理を行います。 

建築物の建設から運用・解体までのラ

イフサイクルを通じた温室効果ガスの

排出削減につながる具体的な取組につ

いては、検討した内容を準備書に記載し

ます。 

(5) 地下空間に

おける浸水対

策、避難設備の

採用 

【配慮事項(13)】 

地下にターミナルコアや

設備機械室が計画されてい

るため、浸水の影響により

機能が停止することのない

ように配慮してください。 

対象事業実施区域を含む横浜駅周辺

は１ｍ以上３ｍ未満の高潮による浸水

が予測されていることなどから、計画建

築物内への浸水を防止するため、高潮堤

防高さ（T.P.+3.1ｍ）以上を将来的な高

さ目標とし、地盤の嵩上げを検討してい

きます。 

また、計画建築物の地下にターミナル

コア、一部の設備機械室や駐車場等を計

画しているため、止水板等により建物内

部への浸水防止対策を実施します。 

なお、本事業では、電気・通信等の主

な設備機械を浸水の被害を受けない 11

～12 階の設備機械室に設置する計画と

しています。 
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表4.3-2(4) 配慮市長意見の内容及び事業者の見解【高層建築物の建設】 

項目 意見の内容 事業者の見解 

２ 

配
慮
指
針
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
配
慮
事
項 

(6) 交通集中の

回避、歩行者の

安全・利便性へ

の配慮 

【配慮事項(14)】 

ア  計画区域東側の道路

は、多くの歩行者が通行

するため、建築物への出

入り空間を十分に確保す

るなど建物計画上の配慮

をするとともに、車両動

線と歩行者動線の錯綜に

より歩行環境が悪化しな

いよう動線を立体的に分

けるなどの工夫を検討

し、方法書以降の図書に

記載してください。 

対象事業実施区域の東側の敷地境界

沿いは、２ｍセットバックし、歩道状空

地を設けることにより、ゆとりのある歩

行空間を確保する計画です。 

また、本事業では、「エキサイトよこ

はま２２横浜駅みなみ東口地区地区計

画」及び都市再生特別地区等の制度の趣

旨を踏まえ、ターミナルコアを中心とし

た歩行者ネットワークの構築として、敷

地内を南北方向に移動する動線も整備

することで、車両動線との錯綜に配慮し

た計画とします。 

イ  計画区域南側の道路
は、計画区域より西側の
東急東横線廃線区間及び
民間利用の敷地へのアク
セス手段であるため、道
路機能を確保しつつ、将
来その西側の土地の利活
用ができるよう計画を検
討してください。 

対象事業実施区域内の南側の道路は、

工事期間中を含み道路機能を確保する

よう配慮しつつ、将来その西側の土地の

利活用ができるよう計画を検討します。 

(7)風害等への

配慮 

【配慮事項(15)】 

風害の影響を低減する建
物形状など、具体的な対策
を検討し、方法書以降の図
書に記載してください。 

風害対策として、高層棟からの下降流

の低減に配慮し、庇の設置、建物表面に

凸凹を生じさせるバルコニーの設置等

の検討を進めていきます。また、風速増

加領域の低減に配慮し、防風植栽の設置

等の検討を進めていきます。 

具体的な対策は、今後行う風洞実験の

結果を踏まえ、準備書に記載します。 

(8)地震、液状化

等に対する安

全性の検討 

【追加の配慮事

項(1)】 

計画区域は液状化の可能
性があるため、地盤調査を
実施し、液状化に対する判
定を行ったうえで、対策を
検討してください。 

「横浜市地震被害想定調査報告書」に

よると、対象事業実施区域は「液状化の

可能性がある」とされています。 

計画建築物の液状化に対する配慮と

しては、支持層深さや土質、地盤強度等

の把握や地震波作成のためのデータ取

得をするためにボーリング調査を実施

し、地盤状況を十分に把握したうえで、

安全な構造計画となるよう、設計上の適

切な対策を検討していきます。 
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表4.3-2(5) 配慮市長意見の内容及び事業者の見解【飛行場の建設】 

項目 意見の内容 事業者の見解 

２ 

配
慮
指
針
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
配
慮
事
項 

(1) 周辺環境へ

の影響、生物の

生息生育環境

の保全や温暖

化対策への配

慮 

【配慮事項(1)】 

空飛ぶクルマの離発着場

（バーティポート）につい

て、今後の予測・評価に必要

な使用頻度、用途などの前

提条件を整理し、方法書に

事業計画を記載してくださ

い。 

空飛ぶクルマ及びヘリコプターの離

着陸場を整備する計画であり、運航頻

度、用途等の前提条件を整理しました。

（p.2-23 参照） 

(2) 環境資源等

の現況把握 

【配慮事項(2)】 

空飛ぶクルマの飛行によ

る騒音やバードストライク

等、周辺環境への影響を低

減する対策を検討してくだ

さい。 

空飛ぶクルマ及びヘリコプターの飛

行ルートの選定に当たっては、静穏を必

要とする施設に配慮した飛行ルートを

検討し、準備書に記載します。 

また、空飛ぶクルマ及びヘリコプター

飛行による騒音やバードストライク等

の周辺環境への影響を低減する対策に

ついては、現況把握の結果や予測の内容

を踏まえ、準備書に記載します。 

 

 



 

 

 

 


